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令和４年蘭越町議会第１回定例会会議録  

 

○開会及び延会  
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   開  会   午後  １時００分  

   延  会   午後  ２時１７分  
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６番   向山   博    ７番   難波  修二  

８番   赤石  勝子    ９番   栁谷   要  

１０番  熊谷  雅幸    １１番  冨樫  順悦  

  欠席（なし）  

 

○会議録署名議員  

  ５番  永井  浩   ６番  向山  博  

 

○説明のために出席した者の職氏名  

  町  長       金   秀行   副町長       山内   勲  

教育長       小林  俊也   税務課長      名越  義博  

住民福祉課長    北山  誠一   健康推進課長    梅本  聖孝  

農林水産課長    西河  修久   商工労働観光課長  水上  昭広  

  会計管理者     小木  利夫   農林水産課参事   木村  恭史  

  教育事業      田縁  幸哉   蘭越診療所事務長  山下  志伸  

代表監査委員    坪田  和昭  

   

○職務のため出席した事務局職員  

  事務局長   福原  明美     書  記   和田  慎一  
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○議事日程  

  日程第１   会議録署名議員の指名  

 日程第２   会期の決定  

  日程第３   令和４年度町政執行方針  

  日程第４   令和４年度教育行政執行方針  
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〇議長（冨樫順悦）  ただいまの出席議員は１０名であります。  

 これより、令和４年第１回蘭越町議会定例会を開催いたします。  

 ただちに、本日の会議を開きます。  

 令和３年第４回定例会後の諸般の報告及び説明出席者につきましては、

お手元に配布しておりますので、御了承願います。  

 なお、本日の会議中、総務課広報広聴係の写真撮影及び報道機関の取

材について許可をしておりますので、御了承願います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、５番永井議員、

６番向山議員を指名いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第２、会期の決定を議題とします。  

 議会運営委員長からお諮り願います。  

 ８番赤石議員。  

 

〇８番（赤石勝子）  令和４年第１回蘭越町議会定例会の開会に当たり

まして、議会運営委員会の決定事項をお知らせいたします。  

 会期は、本日から１７日までの１７日間といたします。  

 なお、２日から９日までと、１５日は休会といたしたいと思います。  

 日程につきましては、皆様にお配りしています日程表のとおり行いた

いと思いますので、議長よりよろしくお取り計らいのほどお願いいたし

ます。以上でございます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  お諮りします。  

 ただいま議会運営委員長からお諮りのとおり、本定例会の会期は本日

から１７日までの１７日間とし、２日から９日までと１５日は休会とし

たいと思います。  

 これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、会期は１７日間とし、２日から９日までと１５日は休会とす

ることに決定いたしました。  
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〇議長（冨樫順悦）  日程第３、令和４年度町政執行方針を行います。  

 金町長。  

 

〇町長（金秀行）  皆さんこんにちは。  

 令和４年第１回蘭越町議会定例会を招集いたしましたところ、大変御

多用の中、議員の皆様方の御出席をいただきまして、本定例会が開催で

きますことを、お礼申し上げたいと存じます。  

 令和４年度町政執行方針を申し上げます。  

 令和４年第１回蘭越町議会定例会の開催に際し、令和４年度の各会計

予算案並びに諸議案の御審議をいただくに当たりまして、私の町政執行

に対する所信の一端を申し上げ、町議会議員の皆さんをはじめ、町民の

皆さんの一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。  

 令和３年度の町政の執行につきましては、町議会並びに町民各位の温

かい御理解と御協力により、所期の目的が着実に推進できましたことを、

まずもって心から感謝とお礼を申し上げます。  

 本年度は、国が示す地方財政計画や地方債計画等を踏まえ、第６次蘭

越町総合計画に掲げた住民が地域で安心して暮らし続けられるまちづく

りを指標とし、その実現のために予算化された各種施策を着実に推進す

るため、各課横断的な議論も視野に優先順位の高い事業から効果的・効

率的に実施してまいります。  

 また、長引く新型コロナウイルスの感染拡大により、３回目のワクチ

ン接種を前倒しして本年１月から開始しておりますが、今後ペースを加

速させてまいります。  

 １点目は、誰もが生き生きと暮らせる福祉のまちづくりです。  

 地域医療の推進と福祉環境の充実により、いつまでも健康で互いに助

け合えるまちを目指し、次のことに取り組んでまいります。  

１つ目は、地域福祉の向上についてです。  

 社会的弱者の自立を支える共助と公助の充実に努め、地域社会におけ

る自主的な福祉活動の中核を担う社会福祉協議会と一層の連携を図り、

その活動を支援してまいります。  

 公助においては、福祉ハイヤー料金扶助、町営温泉等無料入浴券給付

扶助、福祉灯油等給付扶助等の独自施策を実施し、地域生活支援の充実

に努めてまいります。  

 ２つ目は、障がい者・高齢者・子ども・子育て世代への支援についてで
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す。  

 障がいのある方が、その種別や程度にかかわらず、地域で安心して自

立した生活を営むことができるよう、必要な介護、訓練、医療等自立支援

給付をはじめ、各種福祉サービスの適切な提供や地域生活支援事業等を

推進してまいります。  

 また、高齢者に対する介護をはじめ老後に対する不安を軽減し、高齢

者やその家族が地域で安心して日常生活を営むことができるよう、より

充実した介護支援の提供を目指し、生活支援体制の整備を進めます。  

 そのため、懸念される介護人材不足に備えつつ、引き続き、安定した介

護サービス提供体制を整えるため、高齢者生活福祉センターめなで実施

しているデイサービス事業をこんぶに統合いたします。  

 また、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症初期集中支

援チームを引き続き配置し、認知症の人やその家族に関わることで早期

発見・早期対応に結びつけるとともに、認知機能維持を目的とした脳活

性化プログラムを取り入れた運動教室を開催してまいります。  

 さらに、一般の方々にも広く認知症に対する理解を深めてもらう認知

症サポーター養成講座を開催いたします。  

 成年後見制度に対する相談や、利用支援業務等を社会福祉協議会に委

託しておりますが、地域包括支援センターにおいても医療や介護、さら

には虐待などから後見制度の必要な高齢者・障がい者等に対する相談や

支援活動を充実させてまいります。  

 引き続き、介護職員人材確保対策事業を実施するほか、新たに介護福

祉士実務者研修事業を実施し、介護人材の育成を図ってまいります。  

 待機児童解消の対策として、家庭的保育事業者への支援や待機児童支

援扶助を継続するとともに、保育所に引き続き看護師を配置し、幼児及

び職員の健康管理を行うことで保育の充実に努めます。  

 さらに、子育て支援センターや一時保育事業を継続して実施し、子育

て家庭の孤立化を防ぎ、安心して子育てができる環境の確保に努めてま

いります。  

 本年度、仮称蘭越町子ども・子育て基金を創設し、子育て世代に対する

新たな支援策の検討を行ってまいります。  

 また、国の結婚新生活支援事業を活用して、婚姻に伴う住宅取得費用

もしくは家賃、引っ越し費用の助成を引き続き実施するとともに、本年

度からは住宅リフォーム費用の一部を助成することで、結婚新生活者へ
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の支援を拡充します。  

 引き続き、すこやか待ちゃん支援事業、妊産婦安心出産支援事業につ

いても実施してまいります。  

 また、産前・産後のヨガ教室、ベビー・キッズマッサージ教室のほか、

離乳食教室や食育教室を引き続き開催し、母親同士が交流できる機会を

設けて育児不安の解消を図るよう努めてまいります。  

 ３つ目は、健康づくりの推進についてです。  

 町民一人一人が、生涯を通じて積極的に健康づくりに取り組めるよう、

健康管理システムなどを活用し、保健師、管理栄養士及び健康運動指導

士の専門性を生かして、正しい健康知識の普及・啓発により、町民の意識

改革に努め、健康診査の受診率向上を目指し、疾病の予防や早期発見、早

期治療につなげてまいります。  

 疾病の予防については、引き続き、高校生までと６５歳以上の方を対

象としたインフルエンザ予防接種の全額助成をはじめ、肺炎球菌感染症

予防接種の半額助成を実施いたします。  

 また、国が進める高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向け

て、保健師を増員し、介護保険の地域支援事業や国民健康保険等の保健

事業を一体的に行う基本的な方針を策定します。  

 新型コロナウイルス感染症への対応については、国等の関係機関から

の情報収集や、住民に対する速やかな情報周知を図るなど、引き続き感

染予防対策を徹底するほか、町民へのワクチン接種が円滑に進むよう安

全に安心して接種する体制を整備しながら取り組んでまいります。  

 エキノコックス感染症については、感染リスクの軽減と町民の健康保

持増進を図るため、引き続き、町民を対象とした無料検診を実施いたし

ます。  

 ４つ目は、地域医療の維持についてです。  

 第１次医療の拠点として、新しい蘭越診療所が昨年４月に開業いたし

ましたが、町民の命を守り続ける診療所として持続可能な診療体制を築

いてまいります。  

 また、公的医療機関等の機能を有する俱知安厚生病院の旧棟について

は、本年度から改修整備を行うこととなり、その事業費については羊蹄

山ろく７町村と岩宇・南後志の７町村の計１４町村で連携して支援して

まいります。  

 ２点目は、地域産業が元気なまちづくりです。  
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 農業をはじめ、商業、観光などの経済活性化を推進し、多様な資源を生

かしたブランド力のある元気なまちを目指し、次のことに取り組んでま

いります。  

 １つ目は、農業の振興についてです。  

 主食用米の需要減少などを背景に作付けの転換が求められ、さらに、

水田活用直接支払交付金の見直しが示されるなど、農業をめぐる情勢は

厳しさを増しております。  

 このような中で、多様な経営体と農地の保全を図るため、農業経営者

の育成や担い手の確保、新規就農者の経営安定化に対し支援するととも

に、営農改善に取り組む担い手グループに支援してまいります。  

 農業の生産効率を高めるため、道営農地整備事業を推進するとともに、

老朽化した大谷第１揚水機場ポンプの更新を進めてまいります。  

 エゾシカやアライグマなどの鳥獣による農業被害が拡大していること

から、鳥獣被害対策協議会と連携し駆除対策に努めるとともに、電気柵

整備などについて、引き続き支援してまいります。  

 持続可能な農業生産の推進を図るため、先端技術の取組を推進すると

ともに、経営の複合化と農業所得の向上を図るための振興作物の取組、

高品質米の生産技術を推進するための水稲圃場ケイ酸資材投入の取組な

どについて支援するとともに、日本型直接支払の中山間地域等直接支払、

多面的機能支払、環境保全型農業直接支払の取組を実施してまいります。 

 水稲育苗施設は、健苗の供給、良質な育苗用土の供給に努めるととも

に、密苗などの取組により出荷面積の拡大を図るなど、一層の活用を図

ってまいります。  

 蘭越ブランドの推進を図るため、様々な機会を通じてＰＲ・ブランド

化に取り組むとともに、米－１グランプリｉｎらんこしの開催に対し支

援してまいります。  

 農産物の加工販売に取り組んでいる生産者に対し支援するとともに、

小規模ワイナリー等が設立しやすい環境を整え、ワイン産業の振興発展

を図るため、蘭越町ワイン特区として内閣府の構造改革特別区域の認定

に向け、取り組んでまいります。  

 また、京都大学、民間企業と締結した産学官連携事業による薬用植物

を通じた地域活性化の取組を推進してまいります。  

 ２つ目は、林業・水産業の維持についてです。  

 森林は、国土の保全、水源かん養、地球温暖化の防止、豊かな生活環境
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の保全、国土の強靭化、生物多様性の保全など、多面的機能を有しており

ます。  

 本町は面積の約８０％が森林であり、森林の持つ多面的機能を発揮さ

せるため、蘭越町森林整備計画や森林経営計画に基づき、森林所有者が

実施する豊かな森づくり推進事業や下刈・徐間伐推進事業などに対し支

援するとともに、森林環境譲与税を活用し、森林整備事業等へ助成する

私有林等整備事業により、森林整備の促進と林業振興を図ってまいりま

す。  

 水産業については、引き続き育てる漁業への環境づくりの推進に努め

るとともに、高潮対策や飛び砂対策など、海岸保全について、関係機関に

要請を行ってまいります。  

 ３つめは、商工業の振興についてです。  

 高齢化等による後継者不足から増加する空き地、空き店舗等について、

商工業者等の関係機関から意見を伺い、中心市街地の活性化と商店街の

賑わいづくりに努めてまいります。  

 また、新型コロナウイルス感染拡大の影響による観光客等の減少で町

内消費が大きく落ち込む中、事業者への救済措置として実施してきた緊

急経営対策融資事業に対する利子補給を、従来の中小企業振興融資等と

併せて継続実施いたします。  

 魅力ある商工業の振興を目指すため、商工会との情報共有や課題解決

に向けた協議をする連絡会議を開催し、連携強化に努めてまいります。  

 町内での消費喚起や消費促進誘導のため、らぶちゃんカード会事業に

対して支援するほか、商店街の街路灯維持管理を行う管理組合に助成を

行い、市街地の美化を推進いたします。  

 季節労働者に対する雇用対策につきましては、引き続き、緊急就労対

策事業を実施してまいります。  

 また、消費者トラブルに関する苦情処理に対応するため、周辺７町村

で設置したようてい地域消費生活相談窓口を維持するとともに、消費者

相談の取組を積極的に推進し、特殊詐欺防止等の対応に努めてまいりま

す。  

 ４つ目は、観光の振興についてです。  

 ニセコ山系に位置しております本町は、豊かな自然を背景に広がる景

観をはじめ、湯量の豊富な特色ある温泉郷、さらには清流日本一を誇る

尻別川が貫流し、多彩で魅力ある観光エリアを有しております。  
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 これらの豊かで特色ある観光資源を一層生かし、多様化する観光客の

ニーズに適切な対応ができる観光地であることの認知度を高めるため、

蘭越町観光物産協会等の関係機関や団体と連携しながら観光振興に努め

てまいります。  

 また、らんこし米をはじめとする町のブランドイメージ向上のため、

テレビコマーシャル、特集番組、ウェブ広告などのＰＲ活動を行うとと

もに、企業へらんこし米の勧誘やホームページ、インターネット等を有

効に活用し、町の魅力を発信してまいります。  

 持続可能なまちづくりの構築として再生可能エネルギーの推進は必須

であり、温泉排湯熱を利用した幽泉閣の取組を観光ＰＲと結び付けて、

情報発信を強化いたします。  

 また、蘭越町を奥ニセコ地域として、他のニセコ地域と異なる魅力を

発信するため、ニセコ観光圏やニセコ山系観光連絡協議会による広域連

携に参加するほか、街の茶屋を当地域の情報発信拠点として、観光振興

に努めてまいります。  

 ３点目は、人材を育む教育と学習のまちづくりです。  

 急激な社会変化が進む中、グローバル化やデジタル化への対応を進め

るとともに、子どもたちが自らの感性や創造性を磨き、無限の可能性を

発揮できる教育を推進してまいります。  

 １つ目は、学校教育の推進についてです。  

 国のＧＩＧＡスクール構想に基づき整備した１人１台のタブレット端

末は、情報教育やプログラミング教育に利用されておりますが、授業で

の効果的な活用を図るため、研修を充実させ、教員の情報スキルの向上

を図ります。  

 教職員の多忙化を改善する働き方改革は、学校における働き方改革、

蘭越町アクションプラン第２期を着実に遂行して業務の縮減を進め、中

学校においては、運動部に加え文化部にも部活動指導員を配置し、時間

外勤務を縮減してまいります。  

 全国的に通学路での事故や事件が発生していることから、道路管理者

や警察などで組織する通学路安全推進会議により交通安全対策の充実を

図るとともに、蘭越市街地に防犯カメラを設置し、防犯対策を進めてま

いります。  

 近年、小学校の新入学児童に占める特別支援の必要な割合が増加傾向

にあることから、保育所や幼稚園と連携しながら、幼児期からの改善を
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試みるとともに、家庭教育に悩みを抱える保護者や、子育てに不安等を

持つ親へ改善に向けた適切なアドバイスと指導を行う教育相談支援員を

継続して配置してまいります。  

 蘭越小学校に体の不自由な児童の学びを支える椅子式昇降機を設置い

たします。  

 学校と保護者、地域の皆さんが一緒に子どもたちの豊かな成長を支え

る仕組として、昨年度設置したコミュニティスクールについては、活動

の充実を図り、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組みます。  

 蘭越中学校の校舎については、老朽化が進んでおりますので、基本設

計を実施して、生徒が快適に過ごすことのできる改修について検討を進

めてまいります。  

 蘭越高校の本年度入学志願者は１８名でありましたが、北海道教育委

員会は高校活動に必要な１学級の人数を２０名以上として、指針の改正

を行う動きを見せており、大変厳しい状況が見込まれますので、引き続

き、存続に向けて高校の魅力化を図り、入学者の確保に力を尽くしてま

いります。  

 経済的な理由により修学が困難な大学生等の世帯に対して支援を行う

本町の奨学資金制度については、分かりやすい制度の周知を進めながら、

活用されるよう努めてまいります。  

 ２つ目は、生涯学習の推進についてです。  

 町民の学習ニーズに応えられる環境づくりのため、町民センター講座

や各種体験教室を拡充し、様々な学習機会の提供に努めてまいります。  

 本年４月１日から施行される改正民法において、成年年齢が１８歳に

引き下げられることに伴い、これまで行ってきた蘭越町成人式は名称を

蘭越町はたちのつどいに変更し、参集年齢や時期をこれまで同様として

開催してまいります。  

 公立図書館として、子どもから高齢者まで町民の多様な活動を支え、

学習・情報の拠点となっている花一会図書館については、暮らし、生活に

役立つ図書館として、様々な情報の収集と提供を行いながら、図書館に

関わりなく過ごしている方々にも図書館サービスを利用していただくた

めの取組を進めてまいります。  

 芸術文化活動として、蘭越町秋のアートまつりを企画し、曲子氏の日

本画作品を活用するとともに、コンサートや町民参加のダンスなどを織

り交ぜ、町民に芸術と文化を感じながら秋の１日を楽しんでもらうイベ
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ントの開催を進めてまいります。  

 スポーツ振興では、各種スポーツ活動や健康づくり事業など、生涯ス

ポーツの推進に努めるとともに、蘭越町スポーツ協会や町内競技団体と

連携し、将来を見据えた町内のスポーツ推進体制を検討いたします。  

 また、老朽化の進んだ町営野球場については、ラバーフェンスの取替

やグランドコートの入替等を行ってまいります。  

 ４点目は、安全・安心な暮らしを守るまちづくりです。  

 防災・防犯体制の強化と生活基盤の整備により、いつまでも安心して

快適な暮らしが維持できるまちを目指し、次のことに取り組んでまいり

ます。  

 １つ目は、防災・減災対策、防犯・交通安全対策の推進についてです。  

 防災・減災対策については、地域防災マネージャーを配置し、町の防災

計画や防炎備蓄品、支援体制などの点検・整備を引き続き行っていくと

ともに、原子力防災訓練や水防工法実技訓練、港地区津波避難タワーを

活用した地震津波避難訓練などを実施し、災害に備えた防災体制の強化

を図ってまいります。  

 また、地域防災教室の開催や広報紙への掲載など、各種災害の知識や

事前の備え、発生時の行動及び避難時の心得などの普及啓発を図り、家

庭や団体、地域の防災に関する理解を深める取組を進めてまいります。  

 消防設備については、購入から３２年が経過する消防支署の水槽付き

ポンプ自動車や老朽化した消防用ホース等の更新を進めてまいります。  

 防犯対策においては、住民の安全安心を確保するため関係機関と連携

し、情報共有と防犯体制の強化を図るとともに、町広報、ふれあい通信な

ど、多くの媒体を活用した住民に情報提供を行い、犯罪のない明るいま

ちづくりに努めてまいります。  

 交通安全対策については、昨年３月３０日に達成した交通死亡事故ゼ

ロの日１，０００日をさらに継続させるため、交通弱者の安全確保等、人

優先の交通安全思想を基本とし、これまで展開してきた交通安全運動を

警察など関係機関と連携し、引き続き実施してまいります。  

 また、児童の交通事故を未然に防ぐため、キッズゾーンを指定し、啓発

用看板を設置します。  

 グッド・ドライバー・レッスンを共催し、若年層から高齢者まで自動車

運転に役立つ身体動作の習得やプロドライバーによるドライビングレッ

スン、サポートカーの乗車体験により、交通安全意識の向上に引き続き
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取り組んでまいります。  

 ２つ目は、道路・橋梁の維持管理、上下水道の維持管理、住宅の整備に

ついてです。  

 住民生活と社会経済活動を支える町道については、道路改良や路面の

補修・舗装のほか、排水施設、区画線等の整備により、道路の保全及び交

通の安全性の向上に努めます。  

 除排雪は、冬期の住民生活や、安全な道路交通、経済活動及び地域防災

力の確保に寄与するものであり、限られた体制と予算の基で安定的に行

えるよう、効率的な除排雪体制の構築に努めてまいります。  

 道路橋りょうについては、本町の橋梁寿命化修繕計画に基づき、定期

的な点検と、予防保全としての修繕等を実施し、施設の長寿命化とトー

タル費用の抑制に努めます。  

 ５年を要した御成橋橋りょう補修工事が終了し、本年度は宝橋及び旧

国道大谷橋の補修工事に着手します。  

 河川については、近年の局所的豪雨の発生に備え、河川流下の阻害要

因を取り除くための浚渫や樹木の伐採を実施したします。時限措置の治

水対策である緊急浚渫推進事業債を活用し、これらを推進するため、対

象河川を選定した普通河川浚渫計画を策定いたします。  

 国や道が管理する道路や河川については、適切な維持管理が継続され

るよう、関係機関へ適宜要請してまいります。  

 公営住宅については、本町の住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化

計画に基づき、予防保全としての建物の改修や設備の更新を行い、良好

な住環境の形成に努めてまいります。  

 昨年度で公営住宅の建替が終了した大谷団地において、遊具等を設置

した公園を再整備いたします。  

 宅地造成をしたさくら団地においては、引き続き、建物提案型買取事

業を実施し、本年度は１棟２戸を予定しております。  

 命の源泉である水を良質で安定的に供給するため、各種水道施設の適

正な維持管理に努めるとともに、漏水事案の多い三和地区の道道北尻別

蘭越停車場線水道管の布設替えを２か年で実施いたします。  

 下水道である農業集落排水は、合併浄化槽とともに、衛生的な住生活

の実現のために生じる生活排水を浄化する重要な社会基盤であることか

ら、各種の施設が適正に機能するよう維持管理に努めます。  

 また、経年低下した処理機能を強化し、施設の長寿命化を図るため、昆
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布地区において、本年度から機能強化対策事業を実施してまいります。  

 簡易水道事業及び農業集落排水事業の会計は、令和５年度より公営企

業会計へ移行するため、本年度は会計システムの導入、関係条例等の整

備及び公営企業会計の理解促進を実施いたします。  

 ３つ目は、地域公共交通網・情報網の形成についてです。  

 蘭越町生活支援バスらんらん号は、町内５方面に週３回の運行を行っ

ており、引き続き、地域交通の確保に努めてまいります。  

 また、本町の特性や実情に適した生活交通ネットワークの確保につな

がる方策を検討し、町内における今後の公共交通サービスを実現するた

め、地域公共交通会議やワークショップを開催し、蘭越町地域公共交通

計画の策定を進めてまいります。  

 北海道新幹線の札幌延伸に伴い、ＪＲ北海道から経営分離される函館

線については、北海道新幹線並行在来線対策協議会後志ブロック会議に

おいて、各沿線自治体の方向性が示され、長万部・余市間はバス転換で地

域交通を確保することが確認されております。  

 今後は、鉄路の存続が焦点となっている余市・小樽間の個別協議の動

向を注視しつつ、長万部・余市間の具体的なバス運行について、北海道と

沿線自治体、バス事業者で協議を進めてまいります。  

 ４つ目は、生活衛生環境の維持、エコエネルギータウンの確立につい

てです。  

 生活衛生環境整備の維持向上については、し尿の広域処理の適正化を

維持するとともに、公共水域保全や快適で衛生的な住環境を提供すると

いう観点から、合併処理浄化槽普及のため、整備費用の助成を拡大し、継

続してまいります。  

 また、資源ごみ収集運搬業務については、委託業者から業務の辞退申

出により、直営にて収集業務を行います。  

 蘭越町貝の館については、海洋生物で最も種類が多い貝類を入口とし

て、調査・研究結果をもとに地球温暖化問題について情報発信してきま

したが、この問題についてさらに広く知ってもらい、地域みんなで緩和

策と適応策について取り組む環境モデル地域を目指すため、地域おこし

協力隊を活用いたします。  

 併せて、大気・海洋交流センターを施設内に設置し、第６期科学技術・

イノベーション基本計画の多様な幸せを実現できる社会構築の実現に向

けた産学官連携の拠点として機能させ、気候変動対策係を総務課に新設
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して取り組んでまいります。  

 また、ニセコエリアでリゾート開発が進む中、開発行為に対する景観

調査や住民説明会の開催を義務付けし、蘭越らしい開発に資するよう取

組を進めてまいります。  

 ５点目は、健全な行財政運営の推進と自立するまちづくりです。  

 町民主体の将来にわたって安定的な行財政運営により、町内外の人が

住み続けたいと思うまちを目指し、次のことに取り組んでまいります。  

 １つ目は、自治基盤の構築についてです。  

 広報活動として実施している町政懇談会やお茶の間懇談会につきまし

ては、町民との対話を重視した内容で今後も開催してまいります。  

 また、町長の出前講座については、時代に即した内容を設定するとと

もに、小中学校の要望や学校で行う教育活動との関連性も考慮しながら、

引き続き実施してまいります。  

 町のホームページについては、自動会話型システムチャットボットを

搭載しており、知りたい情報に簡単にアクセスできるよう、引き続き利

便性の向上を図ってまいります。  

 また、公式フェイスブックを活用して町の出来事を定期配信している

ほか、新型コロナ関連や防災情報の周知も含め、今後も迅速な情報提供

に努めてまいります。  

 行政事務が増大する中、行政による事務の効率化を図るだけでなく、

協働のまちづくりや民間手法の導入による事業推進など、多様な手法に

よる効率化に取り組むとともに、広域連携として、共同処理による事務

の合理化をさらに推進します。  

 職員の能力が十分発揮できるよう適材適所の任用を図るとともに、職

員研修を計画的に行い、職員の意識改革、能力向上に努めます。  

 ２つ目は、移住・定住の促進についてです。  

 定住支援対策については、昨年度から施行した定住支援条例に基づき、

居住者の確保と空家の確保の有効利用を図るため、改修費用や空家撤去

費用の補助を行っており、移住者を含め本町に永く定住できる環境を整

備してまいります。  

 また、地域おこし協力隊を活用して、大都市で開催される移住相談会

への出展や移住相談マッチングサイトへの情報掲載、オンラインによる

移住相談を実施し、移住人口及び関係人口の創出に努めてまいります。  

 令和４年度蘭越町各会計予算案の規模は、一般会計６２億９，３００
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万円。  

奨学資金特別会計２２６万３，０００円。  

後志公平委員会特別会計１００万円。  

地域振興事業特別会計７，３９３万４，０００円。  

国民健康保険特別会計２億３，０４７万３，０００円。  

後期高齢者医療特別会計８，７７８万２，０００円。  

介護保険サービス事業特別会計６，６８５万円。  

簡易水道事業特別会計２億１４９万６，０００円。  

農業集落排水事業特別会計２億６，２１９万７，０００円。  

温泉旅館幽泉閣事業特別会計２億４，０４１万８，０００円。  

特産品開発事業特別会計１，７４３万７，０００円。  

合計７４億７，６８５万円であります。  

 以上、令和４年度の町政を執行にするに当たり、重点的な取組方針と

予算概要等について、所信の一端を申し上げました。  

 住み慣れた家や地域で愛着をもって暮らすためには、物質的・社会的

環境を整える本質的な視点が必要であり、それらを念頭に町全体の生活

の場を再構築することが求められていると考えております。  

 また、地域の活性化にもしっかりと目を向け、まちの将来を見据えた

中で諸課題を検証し、これまで培ってきた知見・知己を生かしつつ、町民

に寄り添った各種施策を全力で推進してまいる所存であります。  

 議員の皆様と町民の皆さん、加えて関係機関各位の一層の御理解と御

協力を重ねて心からお願い申し上げて、町政執行方針といたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって、町政執行方針を終わります。  

 ここで、１５分間休憩いたします。  

 再開は１４時といたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  再開いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第４、令和４年度教育行政執行方針を行いま

す。小林教育長。  

 

〇教育長（小林俊也）  令和４年第１回蘭越町議会定例会の開催に当た

り、所管いたします教育行政の主要な方針について申し上げ、町議会議
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員の皆様をはじめ町民の皆さんに一層の御理解と御協力をお願い申し上

げます。  

令和３年度における教育行政の執行につきましては、町議会並びに町理

事者の御理解の下で、町民の皆さんをはじめ関係者の御協力をいただき

ながら、業務が円滑に推進できましたことを心から感謝とお礼を申し上

げます。  

令和４年度におきましては、令和２年度に策定した第６次蘭越町総合計

画並びに蘭越町教育推進計画を念頭に、全ての子どもが確かな学力と豊かな

心を身につけ、また、町民一人一人が学ぶ楽しさや喜びを感じ、地域の絆

を大切にしながら、住みよい地域社会づくりに貢献できるよう、主体的な

学習やスポーツ活動への取り組みを推進してまいります。  

所管いたします学校教育と生涯学習の具体的な施策について、蘭越町

教育推進計画に示した基本方向に沿って申し上げ ます。  

学校教育につきましては、具体的な５点について申し上げます。  

１点目は、社会で生きる力の育成であります。  

確かな学力の育成を図るため、昨年度実施した全国学力・学習状況調

査の結果を踏まえ、全国平均を下回る項目については、重点的に補う教育を

行うとともに、学年によりばらつきのないバランスの取れた学力が定着す

るよう、指導方法を工夫改善しながら取り組んでまいります。  

また、児童生徒の習熟の程度に応じた指導の強化ときめ細かな学習指

導の充実を図るため、引き続き各学校に特別支援教育支援員、学習支援

員を配置してまいります。  

言葉の発達や学習面、行動面等で支援を 必要とする児童生徒が年々増

加している中で、子育てに悩みを抱えている保護者が多くなっていることか

ら、教育相談支援員を配置するとともに、医療的ケアを必要とする児童が安

心して学校生活を過ごせるよう看護師も引き続き配置し、特別支援教育

の充実を図ってまいります。  

小学校に開設している通級指導教室は、個別指導による教育支援のニーズ

が高く、利用者も増加していることから、継続して教室の安定運営に努め

てまいります。  

また、中学校においても、指導を求める声があることから、今年度から通

級指導教室を開設し、一人一人の状況に応じた指導を取り進めてまいり

ます。  

国際理解教育の充実につきましては、幼稚園・保育所・小学校・中学校・高
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校が連携して国際社会に対応できる人材の育成と英語力の向上を図るため

に設立した外国語教育連携推進会議 を中核とし、関係機関と連携を 深

め、より充実した英語教育の推進に努めてまいります。  

また、外国語指導講師２名や外国語活動支援員を引き続き配置し、英語力

の向上を図ってまいります。  

昨年度からスタートしたＧＩＧＡスクール構想により、１人１台端末が

整備されました。  

今年度からは、より有効な活用ができるよう、教職員への研修を積極

的に進め、情報教育の充実を図るとともに、児童・生徒及び保護者に対

し、ＩＣＴの安全な利用について、情報モラル教育、情報セキュリティ教育

等を行い、情報活用能力の育成に努めてまいります。  

２点目は、豊かな人間性の育成であります。  

豊かな心を育む教育活動や、生命の大切さや思いやりの心を育む、道徳教

育の充実に努めてまいります。  

異年齢間の交流を通じて、たくましく生きる力を育成するため、学校支援

地域本部事業及び昨年度設置しましたコミュニティスクールと連携し、授

業支援等、郷土愛を育むふるさと教育の充実を図ってまいります。  

未来を担う子どもたちの確かな学力、豊かな心を育む学校教育の活動を支

えるため、学校図書館 巡回派遣事業 と学校図書館図書セ ンター事業 を

主要な施策として、読書 活動を推進してまいります。  

生徒指導・教育相談の充実につきましては、いじめアンケートを注視

するとともに、日頃から、各教職員間で情報共有を行い、スクールカウ

ンセラーとの連携を強化し、いじめの未然防止に向けた相談しやすい環境

づくりを進めてまいります。  

３点目は、健やかな体の育成であります。  

昨年度実施した全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を踏まえ

ながら、授業改善や関係機関と連携し、体力・運動能力の向上に努めてま

いります。  

児童生徒の健康の保持増進と安全安心な食事に対する正しい理解が得ら

れるよう、学校と連携し、食育の推進を図ってまいります。   

また、学校給食の安定した運営に向け、給食センターの施設、機器等の維

持補修及び衛生管理の徹底に努めてまいります。  

４点目は、学びをつなぐ学校づくりの実現であります。  

複雑で多様化する学校教育の課題に適切に対応するため、引き続き学校教育
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アドバイザーを配置し、町内小中学校の学習指導の充実と教職員の指導力

や学校経営の向上を図ってまいります。  

学校段階間の連携・協働の推進につきましては、小中連携を強化する

ため設置している教育課程交流会において、教育課程の編成と実施、指

導方法の工夫改善を図り、９年間の義務教育を見通した児童・生徒の育

成の充実を図ってまいります。  

学校運営の改善につきましては、昨年度から実施している学校における働

き方改革第２期蘭越町アクションプランを基本としながら、業務の効率化

や指導体制の充実など更なる勤務状況の改善を進めてまいります。  

また、地域の人材を活用した部活動指導員が、教員の授業準備や部活動

の運営などに 大きな効果を発揮していることから、今年度は、運動部全

６部に加え、吹奏楽部についても部活動指導員を配置し、働き方改革を

推進してまいります。  

学校安全教育の充実につきましては、子どもたちを取り巻く社会には自然

災害や交通事故など多くの危険が潜んでおります。  

防犯協会や地域家庭などと連携した不審者対策や交通安全対策等に取

り組むとともに、町の防災担当課とも連携し、自然災害から身を守るための

訓練や学習会など、非常時における防災教育を推進してまいります。  

今年度は、児童生徒の通学路の防犯体制を強化するため、地域の理解

を得ながら、蘭越市街地５か所に防犯カメラを設置し、見守り活動の補

完等、安全確保に努めてまいります。  

学校施設整備につきましては、蘭越小学校では、肢体不自由児が各階

へ安心して移動できるよう、昇降機を整備しバリアフリー化を進めてま

いります。  

蘭越中学校では、施設の老朽化により、昨年度は改修方法等につい

て検討を進めてまいりましたが、外壁、内壁のみでなく、他の設備等、

改修の必要性の高いものもあることから、今後数十年校舎を活用していく

ことを前提として、生徒が安心して快適に教育を受けられるよう、環境に

配慮するとともに、 災害時での活用や地域とのつながりが深まる校舎づく

りを基本として、学校関係者や地域の方などの御意見をいただきながら、基

本設計を行い、充実した教育環境の整備に向け、順次進めてまいります。  

５点目は、学びを支える地域との連携・協働の推進であります。  

昨年度設置したコミュニティスクールを中心に、地域や家庭と連携し、

魅力ある学校づくりに向け、十分な話し合いの中、ともに学び、ともに成
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長する地域づくりを推進してまいります。  

蘭越高等学校につきましては、高校存続のため、引き続き入学者の確

保に努めるとともに、平成３０年３月に北海道教育委員会が策定した、これ

からの高校づくりに関する指針の見直しの議論が、今年度本格的にされる

ことから、関係機関と協力し、不安なく高校が 存続できるよう、しっか

りと意見を述べるとともに、地域に根ざした魅力ある高校づくりに向け

努めてまいります。  

次に、生涯学習につきまして、具体的な５点について申し上げます。  

１点目は、家庭教育力向上への支援であります。  

地 域 ぐ る み で 家 庭 教 育 を 支 え る 環 境 を 整えるため、現状に応じた専

門家の視点での定期的な情報提供や、青少年健全育成推進 委員会、Ｐ

ＴＡ連合会と連携した学習機会の提供を実施し、家庭の教育力の向上に

努めてまいります。  

子 ど も た ち の 健 や か な 成 長 に は 、家 族 に 愛されている安心感は、何

物にも代えがたいものであることから、子育て中の親子コミュニケーシ

ョンのきっかけとなる場や親子と地域がつながる場として、就学前親子

を対象にした まめっ子クラブや、小学生親子を 対象にした親子料理教室

を開催し、子育て支援の充実を図ってまいります。  

放課後の子どもの安全安心な居場所づくりとして実施している昆布小学校

放課後子ども教室は、安全に充実した活動ができるように配慮し、新たに英

語を楽しみ、親しむ機会とする外国語活動を定期的に取り入れ、週５日

開設してまいります。  

２点目は、学んだ成果を生かす生涯学習の推進であります。  

いつでも、どこでも、誰でも学べるよう、生涯楽習サークルや地域人材

と連携しながら、町民センター講座や各種体験教室を拡充し、多種多様

な学習機会の充実に努めてまいります。  

生涯学習体制の充実を図るため、生涯学習推進計画らんらんプラン２

１の定期的な点検を継続するとともに、生涯学習ボラン ティアの育成、

活用する体制づくりに努めてまいります。  

異年齢間の体験活動と次世代の地域リーダーとしての資質向上を図

り、地域の愛着を育む活動を推進するため、社会教育事業の運営に関

わ る 中 高 生 ボラ ン テ ィ アを 募 る 中 高 生ボ ラ ン ティ ア 活 動 事業 を 新た

に取り組んでまいります。  

３点目は、潤いのある地域づくりを目指す社会教育の推進であります。 
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生涯各期に社会教育活動の推進を図るため、地域の人材派遣を組織的

な活動として 学校を支援する学校支援地域本部事業を引き続き実施し、

児童生徒の学習活動の充実と交通安全協会や地域の協力による下校時見

守り支援を実施してまいります。  

また、異年齢間の交流と英語に親しむことを目的に実施しているイングリ

ッシュキャンプｉｎらんこしは、地域や学校教育と連携 しながら、今年

度は低学年と高学年を分け、各学年に沿った内容として実施してまいり

ます。  

成年年齢引き下げにより、今まで開催してきました蘭越町成人式は、蘭

越町はたちのつどいと名称を変更し、参集年齢や開催時期は従前どおりと

して開催してまいります。  

芸術文化活動の推進を図るため、児童生徒作品展を、今年度からは、絵

画や書道作品に限定せず、写真、ポスターなど幅広く作品を募り実施する

こととし、舞台観賞機会としての北海道巡回小劇場につきましても、継続

して開催してまいります。  

また、音楽やダンス、アートを融合させ、子どもから大人まで楽しみな

がら芸術を体験できる蘭越町秋のアートまつりを新たに実施してまいり

ます。  

文化財の保存と活用につきましては、町内の史跡を後世に伝えるため、説

明板を計画的に整備しており、今年度は、川蒸気船船着場 の説明板を

整備してまいります。  

４点目は、町民と共に創る使い良い図書館活動の推進であります。  

みんなが集う花一会図書館とするため、 ホームページやＳＮＳを活

用し、新刊本、館内展示、図書館講座等、活動状況を積極的に発信するこ

とで、図書館機能の向上を図るとともに、乳幼児から高齢者まで、全ての

世代の読書活動や学習活動を、あらゆる場で提供できるよう、外に飛び

出し、子育て支援や高齢者福祉、家庭・学校・地域社会との 協力関係を

大切にした図書館運営に努めてまいります。  

また、幼少期から本に関わりがもてるよう、現在実施しております新生児

を対象としたブックスタート事業に、新たに３歳の誕生日にも絵本を１

冊プレゼントするブックセカンド事業を加え、親子の絆の育みや家庭で

の読書活動の推進を図ってまいります。  

５点目は、生き生きとした生活を目指すスポーツ活動の推進でありま

す。  
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町民の皆さんが、いつでもスポーツに親しめる環境づくりに努めると

ともに、恵まれた豊かな自然を活用した野外レクリエーション活動の推進

や、誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの普及を進め、各種スポーツ

活動や健康づくり事業への支援など、生涯にわたるスポーツ活動の充実

を図ってまいります。  

また、町民の皆さんが気軽に参加できる 総合型スポーツクラブらん

スポの活動と愛好者の拡大を支援し 、スポーツに親しむ 機会の拡充に

努めてまいります。  

児童生徒のスポーツ活動の充実につきましては、スポーツ協会が開催

する事業及び 加盟団体の事業運営に協力し、スポーツ少年団の組織強化や

指導者の育成をはじめ、競技力の向上と底辺の拡大を図ることを目指し

た各種スポーツ大会やスポーツ教室を開催するとともに、全道大会や全

国大会への出場を支援してまいります。  

また、児童生徒の減少等の要因により団体競 技 が で き な い 状 況 や 中

学 校 の 部 活 動 の 地域移行、各スポーツ団体の加入者数の減少などの課題

も多く、本町のスポーツ活動を取り巻く環境が転換期にあることから、ス

ポーツ協会をはじめ各競技団体など、関係機関と連携し、今後のスポー

ツ環境の体制整備について協議してまいります。  

各種スポーツ施設は老朽化が進んでおり、一部には大規模な補修の必

要性も出てきているため、緊急性の高いものから順次、年次計画的に施

設の維持補修を行うとともに、より使いやすい施設とするよう努めてま

いります。  

今年度においては、老朽化している野球場の黒土、暗渠排水及びラバー

フェンスの取替などを行い、安全安心な機能の回復を図ってまいります。 

また、総合運動公園の利便性を高めるため、総合体育館駐車場を増設し、

駐車スペースを確保するとともに、指定避難所の避難スペースとしても活用

してまいります。   

以上、令和４年度の教育行政執行方針について申し上げました。  

子どもたちのあふれる笑顔、生き生きと躍動する姿は、社会に喜び

と活力を与え、 明るい未来を期待させてくれます。  

次 代 を 担 う 子 ど も た ち が 、変 化 の 激 し い 社会の中で、たくましく成

長し、互いに助け合いながら新しい時代を切り拓いていくことができる

ように、学校現場をしっかり支援するとともに、学校と連携し様々な取

り組みを積極的に進めてまいります。  
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また、町民の皆さんが生きがいをもって元気に過ごし、豊かで幸せな生

活 が 送 る こ と が できるように生涯学習活動の一層の充実に努めてまい

ります。  

業務の執行に当たりましては、町理事者と総合教育会議等において十

分協議し、学校や関係団体と密接な連携を取りながら、円滑な執行に努

めてまいりますので、町議会の皆様並びに町民の皆さんの御理解と御協力

をお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって、教育行政執行方針を終わります。  

 なお、町政執行方針及び教育行政執行方針に対する質問の通告期限は、

３月８日の１５時までとなっております。よろしくお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  お諮りいたします。  

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。  

 これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、本日は延会することに決定いたしました。  

 本日はこれで延会をします。  

 

                     午後２時１７分  延会  

  


